
第 32号様式（第 39条） 

土地利用の方針書 

（第一面） 

事 業 の 目 的  

事 業 区 域 の 地 名 地 番 鎌倉市 

第
３
次
鎌
倉
市
総
合
計
画
と
の
整
合 

利用区分ごとの利用

方針に対処している

事項 

 

リーディングプロジェ

クトにおける主要な都

市整備構想の方針に対

処している事項 

 

鎌

倉

市

都

市

マ

ス

タ

ー

プ

ラ

ン

と

の

整

合 

土地利用の方針に対

処している事項 
 

自然環境の保全・回復

の方針に対処している

事項 

 

都市景観形成の方針

に対処している事項 
 

循環型のまちづくり

の方針に対処してい

る事項 

 



（第二面） 

鎌

倉

市

都

市

マ

ス

タ

ー

プ

ラ

ン

と

の

整

合 

交通システム整備の

方針に対処している

事項 

 

住宅・住環境整備の 

方針に対処している

事項 

 

都市防災の方針に対

処している事項 
 

健康福祉のまちづく

りの方針に対処して

いる事項 

 

産業環境整備の方針

に対処している事項 
 

観光・文化・スポーツ・

レクリエーション環境整

備の方針に対処してい

る事項 

 

拠点とゾーンの整備

方針に対処している

事項 

 

 地 域 名  

地域別方針に対処し

ている事項 

 



（第三面） 

鎌

倉

市

緑

の

基

本

計

画

と

の

整

合 

歴史文化を守る緑の

配置等の方針に対処

している事項 

 

生き物を育む緑の配

置等の方針に対処し

ている事項 

 

暮らしを支え豊かにす

る緑の配置等の方針に

対処している事項 

 

交流のふれあいを広げ

る緑の配置等の方針に

対処している事項 

 

美しい景観をつくる

緑の配置等の方針に

対処している事項 

 

環境負荷を和らげる

緑の配置等の方針に

対処している事項 

 

安全を高める緑の配

置等の方針に対処し

ている事項 

 

リーディ

ング・プ

ロジェク

トの趣旨

に対処し

ている事

項 

緑地の確

保 
 

緑の質の

充実 
 

緑のネッ

トワーク

の形成 

 

緑の基本計画の実現

のための施策方針に

対処している事項 

 

  


